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１ 計画策定の目的

本村は、昭和４２年度に「第１期初山別村総合振興計画」を策定以来第６期まで、村

の振興発展に寄与する指針として、目指すべき豊かな村づくりの実現に向け積極的に計

画遂行に取り組んできました。

村民憲章の理念に基づいた「明るく豊かな村」づくりを基調とし、各産業部門におけ

る生産基盤の整備、福祉・保健の向上と生活環境の整備、教育文化の振興充実に取り組

み、村の着実な発展と活性化に大きな役割を担ってきたところであります。

一方、若年層の流出による人口減少傾向に歯止めがかからず、少子高齢化、高齢者の

単身化などが一層進んでおり、集落の維持機能低下をはじめ、沿岸資源の変化や海獣被

害などに起因する漁獲量の減少、村内小売店の減少による利便性の低下、近隣市町への

大型チェーン店やコンビニ進出等による購買力の流出等、新たな課題を抱えているのも

現実であります。

こうした状況の中で、「量より質」の村づくりに重点を置き、経済や社会情勢の変化

に柔軟な対応ができ、さらに国や北海道の長期計画とも整合性を保ちながら、基本テー

マ「人がきらめき 安らぎと潤いのあるこころ豊かな村」のもと、将来を展望する新し

い総合振興計画を策定し、地域力を高め、総合的な振興発展のための施策を積極的に推

進することとします。

２ 計画の位置付けと性格

新しい総合振興計画は、これからの村の未来を見据え、村が自らの責任と判断をもっ

て「地域経営を進める基本指針」となるものであり、村づくりの理念を定め将来像を考

える基本構想、課題の対策となる基本計画からなるものであります。

このため、新しい総合振興計画は、村政運営の基本指

針として各種村づくり計画の最上位として位置するもの

であり、各分野にわたる計画性、実現性、整合性を確保

すると同時に、「村民と行政の協働の村づくりのための活

動指針」として郷土を次世代に誇りを持ってつないでい

く役割を担います。
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３ 計画の基本事項

① 計画の名称

新たに策定する総合振興計画の名称は「第７期初山別村総合振興計画」とします。

② 計画の期間

「第７期初山別村総合振興計画」は、平成２３（２０１１）年度から平成３２

（２０２０）年度までの１０年間とします。

③ 計画の構成

「第７期初山別村総合振興計画」は、基本構想、基本計画、実施計画で構成します。

基本構想： 村づくりの理念を定め、めざすべき村の姿を展望する基本的方針を

定めるとともに、将来像を実現するための分野別の施策の大綱を明ら

かにします。

基本計画： 基本構想で定めた将来像と施策の大綱を受けて、現状を充分に把握、

分析して課題を整理し、洗い出された課題に対応する主要な対策、基

本的施策を分野別に示します。

基本計画は、平成２７（２０１５）年度までの５か年を前期基本計

画期間とし、続く平成３２（２０２０）年度までの５か年を後期基本

計画期間と位置づけます。

実施計画： 基本計画で定めた主要な対策を分野別、部門別に具体的な事業で示

し、それぞれの事業名、実施主体などを明らかにして、計画期間中の

事業執行の指針とするものです。

実施計画は別途定めるものとし、３年間を目途に毎年見直しを行い

ます。

議　会

○定　例　会

○全員協議会

（一般・女性と語る会） 　・提案箱

○一般公募

意見公募

意見交換 ○パブリックコメント

○お茶の間懇談会 　・村ホームページ

意　見

○策定検討委員会議

基本構想提出○団体推薦 ○団体意識調査 ○策定ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会議

計画策定体制

住　民　参　画 村
提　言 議  決

振興計画
策定委員会

意識調査 庁内検討組織

○住民意識調査

序 論


